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（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第 14条第３項の規定に基づき、宮崎

大学教育学部附属教育協働開発センター（以下「センター」という。）の組織及び運営等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 センターは、地域社会と連携を図り、実践的指導力を持つ教員の養成及び現職教員

の研修等に関する開発や教育研究の推進、学校教育における教育実践に関する理論的実

証的研究を総合的に行うことを通して、学部、大学院及び地域社会における教育の発展充

実に寄与することを目的とする。 

 

（業務） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 教員養成プログラム及び教員研修プログラム等の開発や教育研究に関する事項 

(2) 地域社会における教育課題の解決に関する事項及び地域社会における学部生・大学院

生の体験学習等の開発や教育研究に関する事項 

(3) 学力向上、授業力向上及び学習支援等のプログラム開発や教育研究に関する事項 

(4) 教育及び研究の成果等の刊行 

(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項 

 

（研究プロジェクト） 

第４条 センターは、前条に定める業務を推進するために、必要に応じて研究プロジェクト

を設置することができる。 

２ 研究プロジェクトに関し必要な事項は、別に定める。 

 

（部門） 

第５条 センターに、次に掲げる部門を置く。 

(1) 授業研究部門 

(2) 教師教育部門 

 

（職員） 

第６条 センターに、次に掲げる職員を置く。 

(1) センター長 

(2) 専任教員 

(3) 兼務教員 

(4) 客員教授 

(5) その他必要な職員 

 

（センター長） 

第７条 センター長は、センターの業務を掌理する。 

２ センター長は、教育学部又は教育学研究科の専任教授をもって充てる。 

平成 28年４月１日 

制       定 



３ センター長の任期は１年とし、再任を妨げない。 

４ センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ センター長の候補者（以下「候補者」という。）は、学部長の推薦により、教授会にお

いて選考する。 

６ 学部長は、前項の候補者を学長に推薦するものとする。 

 

（部門長） 

第８条 センター各部門に部門長を置く。 

２ 部門長は、各部門を統括し、センター長を補佐する。 

３ 部門長は、センターの専任教員をもって充てる。 

 

（専任教員） 

第９条 専任教員は、第３条に定める業務に従事する。 

 

（兼務教員） 

第１０条 兼務教員は、第３条に定める業務に従事する。 

２ 兼務教員は、教育学部又は教育学研究科の専任教員（附属学校園の教員を含む。）のう

ちから、センター長が指名する。 

３ 兼務教員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 

（客員教授） 

第１１条 客員教授は、センターに所属し、センター長の指導の下、研究、教育及び研修等

に従事する。 

２ 客員教授の選考に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（運営委員会） 

第１２条 センターの業務の円滑な運営を図るため、附属教育協働開発センター運営委員

会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（教員会議） 

第１３条 センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、附属

教育協働開発センター教員会議（以下「教員会議」という。）を置く。 

２ 教員会議は、センター長、専任教員及び兼務教員により構成する。 

 

（協力教員） 

第１４条 第３条及び第４条に掲げる業務及び研究プロジェクトの推進を図るため、セン

ターに協力教員を置くことができる。 

２ 協力教員は、センター長、センターの専任教員及び兼務教員を除く教育学部又は教育学

研究科の専任教員（附属学校園の教員を含む。）のうちから、運営委員会の推薦に基づき、

学部長が委嘱する。 

３ 協力教員の任期は、委嘱した日から当該年度の３月 31日までとする。ただし、再任を

妨げない。 

 

（協働研究委員） 

第１５条 第３条に掲げる業務の推進・充実を図るため、センターに協働研究委員を置くこ

とができる。 

２ 協働研究委員は、学外者の中から運営委員会の推薦に基づき、学部長が委嘱する。 



３ 協働研究委員の任期は、委嘱した日から当該年度の３月 31日までとする。ただし、再

任を妨げない。 

 

（客員研究員） 

第１６条 第４条に掲げる研究プロジェクトの推進・充実を図るため、センターに客員研究

員を置くことができる。 

２ 客員研究員は、学外者の中から運営委員会の推薦に基づき、学部長が委嘱する。 

３ 客員研究員の任期は、委嘱した日から当該年度の３月 31日までとする。ただし、再任

を妨げない。 

 

（事務） 

第１７条 センターに関する事務は、学部事務部において処理する。 

 

（雑則） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

２ この規程施行後、最初のセンター長の任期は、第７条の規定にかかわらず、平成 29年

９月 30日までとし、再任を妨げない。 

 

   附 則 

 この規程は、令和３年 10月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程施行後、最初の兼務教員の任期は、第 10条第３項の規定にかかわらず、令和

４年９月 30日までとし、再任を妨げない。 


